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令

　

ー
欄
間
ー

０
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号

健
康
保
険
法

（大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
条
の
四
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
八
年
二
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

　

上
野
賢
一
郎

　　

健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

健
康
保
険
法
施
行
規
則

（大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
二
の
三

協
会
は
、
一
の
事
業
年

痩
の
三
…
か
’
－１１
１
ト

　　　　　　　　

．

　　　

：

修
さ
．季

が
、
当
該
一
の
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
三
月

か
ら
当
該
一
の
事
業
年
度
の
二
月
ま
で
用
い
る
都

道
府
県
単
位
保
険
料
率
に
比
し
て
上
昇
し
、
又
は

低
下
す
る
た
め
、
そ
の
影
響
を
複
数
年
度
に
わ
た

　　　　　　　

〉
，
に
謬
り
る
‘
き
は
、
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
た
上
で
、
都
道
府
県
単

位
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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；
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ケ

　

一目ｑ
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．

改

　　　　

正

　　　　

後

（新
設
）

改

　　　　

正

　　　　

前

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

令和８年２月２０日

　

金曜日

　

附

　

則

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

０
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号

　

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第

十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
八
年
二
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

　

上
野
賢
一
郎

　　

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
競
蒙
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（平
成
ニ
十
三
年
厚
生
労
働
省

令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

　　　　

正

　　　　

後

改

　　　　

正

　　　　

前

　　

法
人
に
対
し
て
、
当
該
事
業
又
は
保
証
に
要
す
る

　　

法
人
に
対
し
て
、
当
該
保
証
に
要
す
る
経
費
の
一

　　

係
る
事
業
又
は
当
該
貸
付
け
に
係
る
保
証
を
行
う

　　

係
る
保
証
を
行
う
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　

経
費
の
一
部
補
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　　　　　　

部
補
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

附

　

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
防
衛
省
令
第
二
号

自
衛
隊
法

（昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
八
年
二
月
二
十
日

防
衛
大
臣

　

小
泉
進
次
郎

　　

自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

自
衛
隊
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（教
育
訓
練
等
を
受
講
す
る
特
定
求
職
者
に
対
す

る
貸
付
け
に
係
る
事
業
等
を
行
う
法
人
へ
の
補

助
）

第
十
六
条
の
二

　

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

特
定
求
職
者
の
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
そ
の
他

　

の
訓
練
で
あ
っ
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の

の
受
講
を
容
易
に
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
に

（教
育
訓
練
等
を
受
講
す
る
特
定
求
職
者
に
対
す

る
貸
付
け
に
係
る
保
証
を
行
う
一
般
社
団
法
人
等

　

へ
の
補
助
）

第
十
六
条
の
二

　

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

特
定
求
職
者
の
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
そ
の
他

の
訓
練
で
あ
っ
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の

の
受
講
を
容
易
に
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
に

備
考

　

表
中
の

［

　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
四
十
四
条

　

自
衛
官
以
外
の
隊
員
の
勤
務
時
間

は
、
一・週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す

　

る
。
た
だ
し
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十

七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
（以
下
「準

用
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。）第
十
ニ
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務

（以
下

「育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。）

　

の
承
認
を
受
け
た
隊
員

（以
下

「育
児
短
時
間
勤

務
隊
員
」
と
い
う
。）
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時

間
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の

内
容
に
従
い
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者

（第
二
項

か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い

　

て

「官
房
長
等
」
と
い
う
。）が
定
め
る
。

２
～
１４

　

［略
］

　

（年
次
休
暇
）

第
四
十
七
条

　

［略
］

２
～
５

　

［略
］

６

　

年
安
．

　

）
１
．
：
ｈ、

一
目
し」
“

　

’り
。
た
だ
し
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
時

間
又
は
十
五
分
を
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

　

［略
］ 改

　　　　

正

　　　　

後

第
四
十
四
条

　

自
衛
官
以
外
の
隊
員
の
勤
務
時
間

は
、
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す

る
。
た
だ
し
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律

（平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十

七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
（以
下
「準

用
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務

（以
下

「育
児
短
時
間
勤
務
ー
と
い
う
Ｊ

　

の
承
認
を
受
け
た
隊
員

（以
下

「育
児
短
時
間
勤

務
隊
員
」
と
い
う
。）
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時

間
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の

内
容
に
従
い
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者

（第
二
項

か
ら
第
ｔ
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お

　

い
て

「官
房
長
等
」
と
い
う
。）が
定
め
る
。

２
～
１４

　

［向
上
］

　

（年
次
休
暇
）

第
四
十
七
条

　

［同
上
］

２
～
５

　

［同
上
］

６

　

年
次
休
暇
は
、
一
日
を
単
位
と
す
る
。た
だ
し
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
時

間
（第
四
十
四
条
第
十
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
以

外
の
隊
員
又
は
防
衛
大
臣
の
定
め
る
自
衛
官
に
あ

　

っ
て
は
、
一
時
間
又
は
十
五
分
）
を
単
位
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

７

　

［同
上
］ 改

　　　　

正

　　　　

前

附

　

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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【参考】ｅ ｏｖパブリックコメント

「健康保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するご意見の募集について」より引用

健康保険法施行規則の一部を改正する省令案について（概要）

厚生労働省保険局保険課

１１．改正の趣旨ｌ
０

　

全国健康保険協会（以下「協会」という。）の都道府県単位保険料率については、健康

保険法（大正１１年法律第７０号。以下「健保法」という。）第１６０条第３項の規定に基づ

き、支部被保険者を単位として、毎率業年度において財政の均衡を保つことができるもの
となるよう、政令で定めるところにより算定するものとされている。

０

　

また、健康保険法施行令（大正１５年勃令第２４３号。以下「健保令」という。）第４５条

　

の２において都道府県単位保険料率の算定方法が規定されているところ、算定に用いる額

　

を勘案する際に必要となる一部事項については、健康保険法施行規則（大正十五年内務省

令第３６号。以下「健保則」という。）第１３５条の７等に委任されている。

０

　

このため、都道府県単位保険料率は、健保令及び健保則に基づいて決定されるものであ

　

るところ、各支部における財政と保険料率を安定させることができるようにする必要があ

　

るため、保険料が年度ごとに増減する見込みである場合等には、協会が厚生労働大臣の承

認を得た上で、都道府県単位保険料率の算定について必要な措置を講ずることができるよ

　

う所要の改正を行う。

１２． 改正の概要ｌ
０

　

協会は、一の事業年度の３月から用いる都道府県単位保険料率について、当該一の事業

　

年度の前寧業年度の３月から当該一の率業年度の２月まで用いる都道府県単位保険料率

　

が、前事業年度における都道府県単位保険料率と比して上昇し又は低下するため、その影

　

響を複数年度にわたり調整する必要があると認め、厚生労働大臣の承認を得た上で、都道

　

府県単位保険料率の算定について必要な措置を講ずることができる旨の規定を健保則に

設ける。

１３．根拠条瑚
○

　

健保法第７条の４１

１４．施行期目蝋
０

　

公 布

　

日：令和８年２月下旬 （予定）

０

　

施行期日：公布日

２


